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大阪市立加美東小学校講堂に地域防災のための災害備品用の倉庫室を建設してくだ

さい。 

（回答） 

体育館の整備については、教育委員会において児童の教育施設として整備しており、改

築時における施設規模については、国庫補助基準等をふまえた教育活動上必要な規模であ

る大阪市の標準仕様に基づいて整備しているため、別途、体育館内に災害備品用の倉庫を

整備することはいたしかねますが、学校が災害時避難所として重要な施設であることは認

識しておりますので、体育館への空調整備に関しまして、建設工事と並行して設置できる

よう前向きに検討しております。 

 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 施設整備課          電話：06-6208-9092 

 


